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ロ
シ
ア
大
統
領
に
よ
る
北
方
領
土
訪
問
に
係
る
政
府
の
対
応
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
九
月
二
十
九
日
、
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
は
「
近
い
将
来
、
必
ず
ク
リ
ル
を
訪
問
す
る
」
旨
の
発
言
を

し
、
十
一
月
一
日
の
日
本
時
間
午
前
九
時
過
ぎ
、
国
後
島
を
訪
問
し
た
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
国
後
島
を
訪
問
す
る
計
画
を
立
て
て
い
た
こ
と
を
、
政
府
、
特
に
外
務
省
、
更
に
は
在
ロ
シ

ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
、
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
日
本
国
総
領
事
館
（
以
下
、
「
総
領
事

館
」
と
い
う
。
）
は
い
つ
頃
か
ら
察
知
し
て
い
た
か
。
具
体
的
な
日
に
ち
を
挙
げ
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
に
沿
っ
て
説
明
さ
れ
た

い
。

二

本
年
十
月
三
十
日
、
ロ
シ
ア
の
サ
ハ
リ
ン
州
に
、
ロ
シ
ア
の
政
府
機
二
機
が
到
着
し
て
お
り
、
大
統
領
に
よ
る
訪
問
の
準

備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
承
知
す
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
右
を
い
つ
知
っ
た
か
。

三

メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
今
回
の
国
後
島
訪
問
に
つ
き
、
ロ
シ
ア
側
よ
り
外
務
省
、
ひ
い
て
は
「
大
使
館
」
、

「
総
領
事
館
」
に
対
し
て
事
前
に
通
告
は
な
さ
れ
て
い
た
か
。

四

政
府
、
特
に
外
務
省
、
ひ
い
て
は
「
大
使
館
」
、
「
総
領
事
館
」
と
し
て
、
今
回
の
事
態
に
備
え
、
ど
の
よ
う
な
働
き
か

け
を
ロ
シ
ア
側
に
し
て
き
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

一



五

政
府
、
特
に
外
務
省
、
ひ
い
て
は
「
大
使
館
」
、
「
総
領
事
館
」
と
し
て
、
今
回
の
事
態
を
楽
観
視
し
、
十
分
な
対
応
を

し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
か
。
今
回
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア

側
か
ら
事
前
に
い
く
つ
か
シ
グ
ナ
ル
を
送
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
我
が
国
と
し
て
分
析
を
誤
り
、
訪
問
は
な
い
と
楽
観
視
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
外
務
省
、
特
に
小
寺
次
郎
外
務
省
欧
州
局
長
の
答
弁
を
求
め
る
。

六

本
年
十
月
二
十
六
日
、
ロ
シ
ア
国
営
ラ
ジ
オ
「
ロ
シ
ア
の
声
」
（
旧
モ
ス
ク
ワ
放
送
）
の
日
本
語
放
送http://

japanese.ruvr.ru/２０１０
/１０

/２６
/２８６０９０３０

.htm
l

を
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
承
知
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い

る
か
。

七

六
の
内
容
は
、
ロ
シ
ア
政
府
と
し
て
の
我
が
国
政
府
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と

し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
分
析
を
行
っ
て
い
た
か
。

八

本
年
九
月
七
日
、
尖
閣
諸
島
周
辺
に
侵
入
し
た
中
国
漁
船
が
、
我
が
国
の
海
上
保
安
庁
巡
視
船
に
衝
突
す
る
事
件
が
起
き

た
。
右
を
受
け
、
同
月
八
日
、
石
垣
海
上
保
安
部
は
同
漁
船
の
�
其
雄
船
長
を
公
務
執
行
妨
害
の
容
疑
で
逮
捕
し
た
も
の

の
、
同
月
二
十
四
日
、
那
覇
地
方
検
察
庁
の
鈴
木
亨
次
席
検
事
は
、
そ
の
�
船
長
を
処
分
保
留
と
し
て
釈
放
す
る
こ
と
を
発

表
し
、
�
船
長
は
翌
二
十
五
日
午
前
一
時
半
過
ぎ
に
釈
放
さ
れ
、
中
国
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
で
帰
国
し
た
。
尖
閣
諸
島
を

二



巡
っ
て
は
、
日
中
間
に
そ
も
そ
も
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
が
、
右
の
衝
突
事
件
発
生
後
、
日
中
間
に
深
刻
な
亀
裂
が
生

じ
、
種
々
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
今
回
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
は
、
こ

の
よ
う
な
我
が
国
と
中
国
の
混
乱
に
乗
じ
、
我
が
国
が
窮
地
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
狙
っ
て
強
行
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
の
か
。
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
、
前
原
誠
司
外
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

九

政
府
、
特
に
前
原
大
臣
と
し
て
、
河
野
雅
治
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
を
本
国
に
呼
び
、
今
回
の
事
態
に
関
す
る
一
連
の
事

情
を
聴
取
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

十

菅
総
理
は
、
本
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
関
連
会
議
に
出
席
す
る
た
め
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ハ
ノ

イ
等
を
訪
問
し
て
い
た
と
承
知
す
る
。
又
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
も
、
右
の
会
議
に
出
席
す
る
た
め
、
ベ
ト
ナ
ム
を
訪

問
し
て
い
た
と
承
知
す
る
。
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
そ
の
際
に
、
日
ロ
首
脳
会
談
を
開
催
し
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大

統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
の

は
な
ぜ
か
。

十
一

政
府
、
特
に
外
務
省
、
ひ
い
て
は
「
大
使
館
」
、
「
総
領
事
館
」
と
し
て
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島

訪
問
を
防
げ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
。

三



十
二

菅
総
理
、
前
原
大
臣
と
し
て
、
今
回
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
国
後
島
を
訪
問
し
た
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
日
ロ
間

の
北
方
領
土
交
渉
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
と
考
え
て
い
る
か
。

十
三

菅
総
理
、
前
原
大
臣
と
し
て
、
今
回
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
を
受
け
、
ロ
シ
ア
と
の
北
方
領

土
交
渉
の
戦
略
、
戦
術
を
ど
う
練
り
直
し
て
い
く
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


